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壬生野地域まちづくり協議会規約 
 
 

第１章   総    則 
 

(名称及び所在地) 
第 1 条  この会は、壬生野地域まちづくり協議会(以下『協議会』という)と称する。 

2. この協議会の事務局は、伊賀市川東１６５９－５番地 壬生野福祉ふれあい 
センター内に置くものとする。 

 
(目   的) 

第 2 条  協議会は、壬生野地域を広域的コミュニティ範域と捉え、「自分たちのまちは、  
  自分たちでつくる」という、市民が主役の地域コミュニティの創造を目標に掲げ、

様々な地域課題を解決していくために『壬生野地域まちづくり計画』を策定し、

地域住民が一体となった『住みよいまちづくり』を実践することを目的とする。 
 
(事   業) 

第 3 条    協議会は、前条の目的を達成する為、『壬生野地域まちづくり計画』に基づき 
    次の事項について協議し、まちづくり事業の推進を図る。 

（１） 壬生野地域の総合的施策に関する事項。 
（２） 市・行政施策との協働による事業に関する事項。 
（３） 人権啓発、環境保全、健康づくり、地域福祉、産業振興、青少年育成、 

文化活動、地域スポーツ及び地域活性化推進事業に関する事項。 
（４） 壬生野地域内、諸団体との連携・事業調整に関する事項。 
（５） 壬生野地域まちづくり協議会事務所の管理運営に関する事項。 
（６） その他目的達成に必要な事項。 

 
(組   織) 

第 4 条  協議会は壬生野地域に在住、在勤する全ての市民をもって組織する。 
 
 （個人情報の保護） 
第 5 条  個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、提供及び 

管理等については特に慎重に行い目的以外に利用してはならない。 
 
 

第 2章   機    関 

 
(機   関) 

第 6 条  この協議会に、次の機関を置く。 
（１）総    会  
（２）運 営委員会 
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（３）専 門委員会 
（４）役 員 会 
（５）公 聴 会 

 
(総   会)   

第 7 条  総会は、協議会の最高議決機関であって、第 12 条第 1 項に定める役員及び第 
13 条第 1 項に定める全委員をもって構成する。 

2. 定期総会は、原則として年１回（４月）会長が招集し、地域の総意に基づいた 
事業計画・事業予算・協議会規約・地域まちづくり計画等について審議するもの 
とする。 

    3. 臨時総会は運営委員の過半数の要求があったとき会長が臨時総会を招集しなけ 
ればならない。 

   4. 総会の議長は構成委員の中から選出する。 
  5. 総会は構成委員の３分の２以上の出席（委任状含む）により成立する。 
  6. 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに 

よる。 
 
(運営委員会) 

第 8 条  運営委員会は第 12 条第 1 項に定める役員及び第 13 条第 1 項に定める運営委員 
をもって構成する。 

   2. 運営委員会は、協議会の企画運営・啓蒙啓発及び専門委員会の提案事項等につ 
いて審議するものとする。 

   3. 運営委員会は会長が招集するものとし、必要に応じて第 13 条第 1 項に定める 
まちづくり委員を加えることができるものとする。 

 
(専門委員会) 

第 9 条   専門委員会は第 13 条第 1 項に定めるまちづくり委員をもって構成する。 
   2. 専門委員会は総会の定めにより構成するものとし、地域まちづくり計画の策定 

及び、広報公聴、企画実践のための委員会とする。 
    （１）分権・自治専門委員会 
    （２）人権・同和専門委員会 
    （３）健康・福祉専門委員会 
    （４）生活・環境専門委員会 
    （５）教育・文化専門委員会 
    （６）産業・交流専門委員会 
    （７）広報公聴委員会 
    （８）その他総会で定める専門委員会 
   3. 前項の専門委員会を円滑に進行させるため、各委員会に委員長・副委員長及び 

書記を置くこととし、選出方法は委員による互選とする。 
   4. 各専門委員会には、会長の指示によりまちづくり委員のほかに協議会運営委員、 

地域振興プロジェクトチーム(行政職員)を適宜参画させることができる。 
 



 3

(役 員 会) 
第 10 条  役員会は正副会長、事務局長、事務局次長、会計、幹事及び会長が必要と認め 

た者で構成し、会長が適宜に会議を招集し主宰する。 
(公 聴 会) 

第 11 条  公聴会は、全ての市民を対象とし必要に応じて開催するものとする。但し議決 
     権は持たないものとする。 
     2. 公聴会は、地域のニーズを協議会活動に反映させると同時に地域のコミュニ 
     ティを活性化させることを目的とする。 
 
 

第 3章   役員及び委員 

 
(役   員) 

第 12 条  協議会に次の役員を置く。 
    （１）会   長  1  名 
    （２）副 会 長  2  名 
      （３）事 務 局 長  1  名 

（４）事務局次長  1  名 
      （５）会   計  1   名 
    （６）幹   事  若 干名 
     2. 役員の選出は第 13 条第１項の運営委員の中から選考委員が推薦し、総会の承

認を得るものとする。 
     3. 協議会の運営をより円滑化するため細則に定める相談役を置くことができる。 
 

(委   員) 
第 13 条  協議会に次の委員を置く。 

（１）運営委員      
（２）まちづくり委員   

 （３）選考委員 
 （４）会計監査委員 

2. 運営委員及び会計監査委員は、壬生野地域の区長（若しくは代表者）及び、

地域活動を実践する各種団体等から選考委員が推薦したものとする。 
   3. まちづくり委員は、一般公募及び選考委員の推薦によるものとする。 
  4. 選考委員は壬生野地域の区長（若しくは代表者）とする。 
  5. 第１項の委員数については細則にこれを定める。 
 

(役員の職務) 
第 14 条  役員の職務を次のとおり定める。  

（１）会長は、協議会を代表し会務を総括する。         
    （２）副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 
    （３）事務局長は、協議会の事務全般を統括し運営委員会の連絡調整を図る。 

（４）事務局次長は、事務局長を補佐するとともに協議会会議の書記にあたる。 
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    （５）会計は、協議会の会計事務にあたる。  
（６）幹事は、協議会会務の運営にあたる。 

 
 (委員の職務) 

第 15 条  委員の職務を次のとおり定める。 
（１）運営委員は、協議会を企画運営し地域住民への啓蒙啓発に努める。 
（２）まちづくり委員は、総会で定める専門委員会において「地域まちづくり計 

画」の策定及び実践活動の企画・実践にあたる。 
     （３）会計監査委員は、協議会会計の監査にあたる。 
 

 (任   期)                  
第 16 条  役員及び委員の任期は定例総会から定例総会までの１年間とし再選を妨げな

い。但し協議会の活性化のため同一役職は原則として３年を限度とする。 
     2. 年度途中において欠員が生じた場合は、会長は役員会・運営委員会の議を経

て後任者を補職する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
 
 

第４章   会計及び会計監査 
 

(会   計) 
第 17 条  この協議会の経費は、補助金、諸収入及びその他の収入をもって充当する。 
     2. この協議会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わ 

る。 
 
(会 計 監 査) 

第 18 条   この協議会の会計監査は、会計帳簿及び収入支出の状況を監査し、総会に報告 
するものとする。 

   
    
附 則 
 

1. この規約は、平成１６年１月２３日から施行する 
2. この規約を改正しようとするときは、総会において出席者の過半数の賛同を得なけ

ればならない。 
3. この規約に定めのない事項については、会長は運営委員会に諮り運営委員の承認を

得なければならない。 
  
 

改 正  平成 17 年３月 28 日 
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壬生野地域まちづくり協議会運営細則 
 
（委員選出基準） 
第 1 条   第 13 条第１項の委員選出基準及び委員数については次のとおりとする。 

名称 選出基準 定数 

（１）運営委員 
（兼選考委員） 

 
山畑区長、川東区長、川西区長、西之澤区長 
希望ヶ丘区長、川西青葉台区長、春日丘区長 
山岸会代表 
 

８名 

（２）運営委員 
（推薦による） 

 
山畑区２名、川東区２名、川西区２名 
西之澤区２名、希望ヶ丘区４名、 
川西青葉台区１名、春日丘区１名 
山岸会１名 
 

１５名 

（３）まちづくり委員 
（推薦による） 

 
山畑区７名、川東区６名、川西区５名 
西之澤区４名、希望ヶ丘区１０名 
川西青葉台区３名、春日丘区２名 
山岸会２名、各種団体６名 
 

４５名 

（４）まちづくり委員 
（公募による） 

 
１８歳以上で壬生野地域在住の者 
 

１０名以内 

（５）会計監査委員 
（推薦による） 

 
１８歳以上で壬生野地域在住の者 
 

 ２名 

計 ７０～８０名 

※但し、推薦委員の選出にあたっては、年齢、性別などに配慮するものとする。 
 
 
（幹 事） 
第 2 条  第 12 条第 1 項の（６）幹事は、壬生野地域の区長若しくは代表者とする。 
 
（相談役） 
第 3 条  第 12 条第 3 項の相談役は、市議会議員、学識経験者等とする。 
 
（細則の変更） 
第 4 条  この細則の変更は、運営委員会の承認により決する。 


